
 

平成 24 年度統計法施行状況報告の事項別進捗状況 

（基本計画の推進・評価等、研究開発の 

推進と学会等との連携強化部分） 

資料１－１



Ｎｏ 項　　　目 担当府省 実施時期
昨年度の
統計委員
会の評価

実施済・
実施予定
等の別

審議に当たって、共通的な視点等を勘案して
確認・留意すべき点等

174 第４
１ 基本計画の進
捗管理・評価等

○ 　「基本計画推進会議」（仮称）を開催し、基本計画に掲げた施
策を府省間で密接な連携を図りつつ推進するために必要な連
絡、調整及び検討を行う。

各府省 平成21年度か
ら実施する。

○ 　平成24年度の「公的統計基本計画推進会議」（平成21年４月23日付け各府省統計主
管部局長等会議申合せにより設置）については、以下のとおり、平成24年６月（第８回）
及び平成25年２月（第９回）の計２回開催し、各府省間で情報共有・調整等を行った。
　≪第８回会議（平成24年６月）≫
　　平成23年度統計法施行状況報告の公表及び統計委員会への報告に当たり、当該報
告のうち、基本計画に掲げられた措置・方策についての検討状況・推進状況に係る取り
まとめ部分について、各府省間から検討状況・進捗状況のポイントについての説明がな
され､情報共有するとともに合意形成。
　≪第９回会議（平成25年２月）≫
　　平成24年度統計法施行状況報告は基本計画関連事項を５月､その余を含めた全体
版を６月の統計委員会に報告することについての合意形成と基本計画の変更について
の留意点についての説明を行い、各府省間で情報共有等を実施。

継続実施

175､176 ○

○

　総務大臣は、毎年度、基本計画の実施に関する各府省の前年
度の取組を取りまとめ、統計法第55条第２項に基づく施行状況
報告として、統計委員会に報告する。また、統計委員会は、基本
計画に掲げられた施策のうち重点的な課題について、必要に応
じて関係府省から取組状況に関する報告を求める。
　統計委員会は、上記報告を踏まえ、統計リソースの確保も含め
て当該施策の取組状況について、統計利用者のニーズ等を勘
案しつつ客観的な評価・検証を行った上で、必要に応じて関係
府省に対し取組の再検討、見直し、促進等のために統計法第55
条第３項に規定する意見（以下「意見」という。）を提示する。

内閣府(統
計委員
会)、総務
省

平成22年度か
ら実施する。

○

○

　基本計画に掲げられた措置・方策に関する各府省の平成23年度の検討状況・進捗状
況については、平成23年度統計法施行状況報告の一部として平成24年４月下旬までに
各府省から報告を求め、その結果を取りまとめの上、平成24年６月14日開催の第56回統
計委員会において報告。【総務省】
　平成24年６月に総務大臣から平成23年度統計法施行状況報告を受けた後、当該法施
行状況について、重点的な審議課題を中心に審議するとともに、基本計画の取組状況
に関する各府省の自己評価について精査し、必要に応じて関係府省から取組状況に関
する報告を求めた。審議結果については、平成24年９月に「平成23年度統計法施行状
況に関する審議結果報告書」としてとりまとめ、今後の施策の方向性等についての基本
的な考え方、関係府省が協力して推進することが必要と考えられる府省横断的な重要事
項等を示した。【内閣府（統計委員会）】

継続実施

177 ○ 　総務大臣から基幹統計に関する諮問を受けた際、基幹統計の
作成方法等について基本計画別表に掲げられた措置との整合
性を確認し、必要に応じ、諮問対象の基幹統計については総務
大臣に対する答申を通じて、また、当該基幹統計に関連する統
計についてはフォローアップの一環として関係府省に提示する
意見を通じて、整合性を確保する。

内閣府(統
計委員会)

平成22年度か
ら実施する。

○ 　総務大臣から基幹統計に関する諮問を受けた際、基本計画別表に掲げられた事項と
の整合性について確認し、必要に応じて、答申の中に反映させている。平成24年４月～
平成25年３月末に答申を行った事項のうち、具体例は以下のとおり。
■　諮問「国民生活基礎調査の変更について」
　　・　基本計画別表において、「国民生活基礎調査の所得票及び貯蓄票を用いた
　　　調査結果の都道府県別表章が可能となるよう、これらの調査票の標本規模を
　　　拡大すること等について検討する」とされていることを踏まえ、これらに関する
　　　検討結果（試験調査の検討等）について、「基本計画への指摘への対応とし
　　　て評価する」との答申をした。
■　諮問「住宅・土地統計調査の変更について」
　　・　基本計画別表において、「住宅・土地に関する統計体系について検討する。
　　　なお、この検討に当たっては、①住宅・土地統計調査と国勢調査との関係や
　　　在り方の見直し、②住宅・土地統計調査への住生活総合調査の統合の是非、
　　　③住宅や土地の外形面だけでなく、価格、購入者、世帯の収入構造等の把
　　　握などの観点を踏まえる。」とされていることを踏まえ、これらに関する検討結
　　　果（集計上の工夫を図ること、地方公共団体等の事務負担軽減措置の実施
　　　等）については「基本計画への指摘への対応として評価する」、又は「妥当」
　　　との答申をした。

継続実施

■　諮問「漁業センサスの変更及び漁業センサスの指定の変更（名称の変更）につ
　いて」
　　・　基本計画別表において、「漁業センサスへの漁船登録データの活用（中略）
　　　など、統計委員会の答申において検討することとされた統計調査については、
　　　答申に基づき行政記録情報等の積極的な活用を検討する。」とされているこ
　　　とを踏まえ、調査対象名簿の作成時に、都道府県が保有する漁船登録デー
　　　タを活用できるようにすることについて、「適当」との答申をした。

178 ○ 　関係府省に対し意見を提示するに当たっては、学会等の有識
者とも連携し、調査審議に資するための調査研究を必要に応じ
て実施する。

内閣府（統
計委員会）

平成22年度か
ら実施する。

○ 　行政記録情報等の活用などについて、平成22年度統計法施行状況に関する審議の
過程において、事務局を通じて各府省の個別の取組について調査・分析し、その結果
を、「平成23年度統計法施行状況に関する審議結果報告書」の中で取りまとめるなど、
引き続き調査研究を実施した。

継続実施

－

－

－

－

第４　基本計画の推進・評価等
１ 基本計画の進捗管理・評価等

【別表】（平成２４年度　統計法施行状況報告）

具体的な措置、方策等 平成24年度中の検討状況又は進捗状況
平成25年度中の見込

み、課題等

【本文】
１　基本計画の進捗管理・評価等 ２　的確な情報提供並びに国民の理解及び協力の促進
　基本計画を実効あるものとするためには、ここに掲げた施策の実施に当たり、各府省間で密接な連携を図る
ことや施策の進捗状況を適時適切に点検し不断の推進を図ることが不可欠である。
　このため、「基本計画推進会議」（仮称）を開催し、各府省一体となって基本計画に掲げた施策を推進する。
また、統計委員会は、統計法に基づく総務大臣からの統計法の施行状況報告等を通じて、統計リソースの確
保も含めて当該施策の取組状況を把握し、その評価・検証を実施する。さらに、これを踏まえ、必要に応じ関
係府省に対して取組の見直し、促進等のための意見等を提示する。

　公的統計は、社会の情報基盤として国民生活に深く関わり、また、その作成に当たっては国民の協力が不可欠なもの
であることから、幅広く国民の理解と協力を得ることが重要である。
　このため、基本計画の関係施策の情報をインターネット等により広く国民に提供するとともに、国民の意見やニーズの
把握及びその反映を推進する。

1



Ｎｏ 項　　　目 担当府省 実施時期
昨年度の
統計委員
会の評価

実施済・
実施予定
等の別

審議に当たって、共通的な視点等を勘案して確
認・留意すべき点等

167 ○ 　経済産業省、日本銀行、大学、統計関連学会等の協力も得て、
加工統計の処理のための共同研究体を形成し、国民経済計算等
の加工統計の作成方法など、高度な情報通信技術の利活用によ
る様々な加工統計作成や統計の高度利活用のための研究開発を
推進する。

内閣府 平成21年度から
実施する。

○ 　内閣府経済社会総合研究所や東京工業大学などによるワークショップ「『統計加
工・集計の新たな手法と設計について』ＳＮＡ統計の事例を中心に」の開催（平成
22年４月開催）等、これまでに得られた知見等を元に、引き続き推計業務の効率
向上に向けた研究開発等を進めている。

継続実施

168 ○ 　統計に係る研究開発について、総合科学技術会議、統計関連
学会等に対し協力を要請する。

内閣府（統
計委員会）

平成21年度に
実施する。

○ 　平成21年度に統計の品質評価に係る研究開発について、統計委員会から日本
品質管理学会に協力要請を行ったところ、平成22年度に当該学会において「統
計・データの質マネジメント研究会」が設置され、研究が進められている。

継続実施

169 ○ 　公的統計の作成方法に関する調査、研究及び開発の実施に当
たって、学会等の有識者の知見をより幅広く活用する観点から、総
合科学技術会議や関係学会等とも連携し、公募型や競争型によ
る研究等を推進するとともに、これらの研究結果をインターネット上
で公開するなどして、情報共有を図る。また、関係学会等から公的
統計の整備や提供に資する研究に協力を求められた場合、関係
資料の提供を含め可能な限り対応する。

各府省 平成22年度から
実施する。

○

○

○

○

○

　統計の作成方法に関する調査・研究等に当たり、有識者と連携を図っている。
【内閣府】
　統計研修所において、外部有識者（大学教授等）と統計の高度利用に関する共
同研究を実施しており、平成24年度は、我が国の住宅保障に関する応用統計研
究、就業行動・生活行動における年齢・世代特性の実証研究等、６件の共同研究
を実施。
　研究成果は、リサーチペーパーとして取りまとめ、ホームページにて逐次公表。
【総務省】
　学識経験者で構成される「法人企業統計研究会」及び「法人企業景気予測調査
に関するワーキンググループ」を開催し、知見を活用している。【財務省】
　平成22年度より、外部有識者で構成される「厚生労働統計の整備に関する検討
会」を開催し、知見を得ている。
　また、社団法人日本品質管理学会が主催する統計の品質評価に関する研究会
に参加している。【厚生労働省】
　「農林業センサス研究会」を実施し2015年農林業センサスの企画・検討に、有識
者の知見を活用している。【農林水産省】

継続実施 経済社会の統計ニーズを常時把握するため、統
計センターの拡充や学界との連携等により総務
省統計局の研究能力を高める必要があるのでは
ないか。また統計局がこうして得た知見を政策統
括官（統計基準担当）と共有する仕組みも構築す
ることが望ましいのではないか。

○

○

　「商業動態統計調査の推計方法等の改善に関する調査研究会」等を実施し、学
会等の有識者の知見を活用している。引き続き公的統計の作成方法に関する調
査、研究・開発のための対応を行っていく。
　EU各国統計局やOECDからの支援を受けるプロジェクトの中の、「世界産業連関
データベース」の会議開催に際し、有識者と共同論文を執筆・提出した。【以上経
済産業省】

170 ○ 　統計利用者との意見交換の場を活用し(３(1)参照）、上記各府省
と学会等との連携強化を支援するとともに、公的統計の整備・提供
等に当たって有用と考えられる研究課題を、関係学会等を通じて
周知するなどして、学会等の有識者による研究の推進を促す。

内閣府（統
計委員会）

平成21年度から
実施する。

○ 　平成21年度に統計の品質評価に係る研究開発について、統計委員会から日本
品質管理学会に協力要請を行ったところ、平成22年度に当該学会において「統
計・データの質マネジメント研究会」が設置され、研究が進められている。
　研究会の取組については、平成24年４月20日開催の第55回統計委員会におい
て報告が行われた。

継続実施

　信頼性の高い統計を整備する観点から、有識者の知見を最大限に活用するため、各府省と学会、大学等との双
方向の連携を一層強化する。
　例えば、学会、大学等の協力を得て、具体的なテーマを定めた上で、情報通信技術を活用した証拠に基づく政
策立案を実現するための統計の二次加工及び将来推計に関する研究開発、様々な情報源から多様な統計デー
タを抽出する手法に関する研究開発、迅速な統計の提供に関する研究開発等を個人や企業の秘密保護及び統
計調査への信頼性の確保に十分注意した上で実施する。

－

－

第３　公的統計の整備を推進するために必要な事項
　５ その他
　　(2) 研究開発の推進（情報通信技術の利活用等）と学会等との連携強化

【別表】（平成２４年度　統計法施行状況報告）

具体的な措置、方策等 平成24年度中の検討状況又は進捗状況
平成25年度中の見込

み、課題等

【本文】
ア　現状・課題等 イ　取組の方向性
　統計の作成や統計調査の企画及び結果の分析には、他の行政分野にはない高度の専門性が必要とされる。
特に、近年、加工統計の分野では、その理論と技術の発展が著しいことから、統計の品質を維持し、更に発展さ
せるためには、日ごろから研究開発を推進することが極めて重要である。
　しかしながら、統計リソースには制約があり、これらの研究開発に関する知見及び体制は、総じて脆弱であるこ
とから、これらについて知見を有する学会、大学等と連携して取り組むことが重要である。

第３
５ その他
(2) 研究開発の
推進（情報通信
技術の利活用
等）と学会等との
連携強化

－

－
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Ｎｏ 項　　　目 担当府省 実施時期
昨年度の
統計委員
会の評価

実施済・
実施予定
等の別

審議に当たって、共通的な視点等を勘案して確
認・留意すべき点等

具体的な措置、方策等 平成24年度中の検討状況又は進捗状況
平成25年度中の見込

み、課題等

171 第３
５ その他
(2) 研究開発の
推進（情報通信
技術の利活用
等）と学会等との
連携強化

○ 　統計の中核を担う人材の育成を図る観点から、大学及び大学院
の講義等を活用するとともに、大学等との間で研修講師の相互派
遣等を通じて連携を強化する。

各府省 平成22年度から
実施する。

○

○

○
○

○

○

○

○

○

　職員の統計関連業務に必要な知識・技術の習得については、総務省や内閣府
経済社会総合研究所で行われている研修の受講などにより対応している。【人事
院】
　内閣府経済社会総合研究所において実施している統計関係研修に延べ５名の
大学教授を招へいした。【内閣府】
　職員を大学に派遣・出向し、「統計調査論」の講義等を実施。
　平成24年度に実施した研修において大学等から講師を招へいし、講義を実施
（28コース、外部講師延べ97名）。
　カナダ統計局及びイギリス国家統計局からの来訪者によるビジネスレジスターに
関する講演会を開催。【以上総務省】
　大学の研究者等を統計調査主管課の統計調査協力者として委嘱し、助言等を
受けている。【文部科学省】
　平成24年度においても、省内における統計基礎研修の実施、統計解析（民間主
催のＳＰＳＳ、ＳＡＳ）研修、内閣府経済社会総合研究所主催の研修等に参加さ
せ、統計職員の人材育成を行った。【厚生労働省】
　統計の中核を担う人材育成の観点から、現在、農林水産省の研修において、大
学の教授等を講師として招き、講義いただくとともに、大学からの依頼に応じ、当
省職員を講師として派遣した。【農林水産省】
　経済産業省が行う研修において、大学教授等に講師として協力いただくととも
に、大学からの講師派遣の依頼に応じて当省職員を派遣している。また、大学職
員を非常勤職員として省内統計部局に迎えており、今後も相互の派遣を通じて連
携を強化していく。【経済産業省】

継続実施 －
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